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令和６年度（令和７年４月１日異動）小学校教科担任制異校種期限付異動教員公募の実施について（通知） 

 

 小学校教科担任制異校種期限付異動実施要領第５の２に定めた公募の実施について、下記のとおり通知しま

す。 

 

記 

１ 募集要項の策定について 

（１） 公募を実施する教育委員会（各出張所を含む。以下同じ。）は、求める教員像を明確にした上で、「（別紙

１）小学校教科担任制異校種期限付異動実施要領」及び「（別紙２）小学校教科担任制異校種期限付異動教員

公募 募集要項」を参酌して、応募対象、募集人員、応募手続、選考方法等について記載した募集要項を策

定する。 

（２） 募集年度は、令和６年度のみとすること。 

 

２ 応募の要件等 

 (１)  東京都の公立中学校に勤務する理科又は保健体育科の主任教諭又は教諭で、令和６年度末現在、現任校に

３年以上勤務し、年齢５９歳以下の者とする。 

（２） 「令和６年度（令和７年４月１日異動）公立小中学校教員公募について（通知）（令和６年５月７日付６

教人職第２５４号）」における「４ 応募の要件（５）公募に応募できない者」は、本公募に応募することは

できない。 

（３） 異なる３つ以上の地域の経験がない者も申し込むことができる。ただし、「東京都公立学校教員の定期異

動実施要項」第５の１（１）イの記載にある通り、５校を経験するまでに、異なる３つの地域を経験するも

のとする。 

（４） 公立学校教員を対象とした他の公募に重複して応募することはできない。 

（５） 小学校免許の保有は要件としない。 

 

３ 募集の方法 

（１） 募集人数については、公募を実施する教育委員会が定める。 

（２） 公募を実施する教育委員会は、「（様式１）令和６年度 小学校教科担任制異校種期限付異動教員公募の実

施」に必要事項を記載の上、東京都教育庁人事部職員課担当宛て提出する（締め切り…９月１２日（木））。 

（３） 公募を実施する教育委員会は、自地区のホームページに１０月１日（火）午前１０時以降、「募集要項」

及び選考方法等を掲載する。なお、必要に応じて書類の提出（校長推薦、学習指導案等）を求めることがで

きる。 

（４） 応募希望者の所属長は、応募希望者へ「（様式２－２）小学校教科担任制異校種期限付異動公募応募用紙」   

（以下「応募用紙」という。）及び「(様式２－３)小学校教科担任制における教育の展開」（以下「教育の

展開」という。）を配布する。 



（５） 応募希望者は、公募を実施する教育委員会のホームページにて募集に関する内容を確認し、「応募用   

紙」、「教育の展開」及び応募したい地区教育委員会が指定する必要書類等を作成の上、所属長が定める提

出期限までに所属長へ提出する。 

（６） 所属長は、応募者から提出された「応募用紙」及び「教育の展開」等を、定められた期日に間に合うよう

に自地区の教育委員会へ電子データで提出する。 

（７） 応募者が所属する教育委員会は、１０月１８日（金）までに教育庁人事部職員課担当宛て、下記の書類を

電子データで提出する。 

ア  （様式２－２、３）「応募用紙」、「教育の展開」 

イ （様式３）「令和６年度 公募応募者一覧表【教科担任制異校種期限付異動】」 

（８） 教育庁人事部は、１０月２５日（金）までに公募を実施する教育委員会宛て、下記の書類を電子データで

送付する。 

ア  （様式２－２、３）「応募用紙」、「教育の展開」 

イ （様式３）「令和６年度 公募応募者一覧表【教科担任制異校種期限付異動】」 

（９） 公募を実施する教育委員会は、応募者の所属する教育委員会に選考日程・当日持参する書類について   

通知する。応募者の所属する教育委員会は、所属長を通して、本人に通知する（実施期間１０月３１日  

（木）～１１月２８日（木））。 

 

４ 公募における選考の実施について                                                

（１） 公募を実施する教員委員会は、選考日程・選考方法・必要書類等について、応募者が所属する区市町村教

育委員会及び所属長を通じて、応募者まで通知する。 

（２） 公募を実施する教育委員会は、書類及び面接等により選考を実施し、専門的知識、能力、意欲等を勘案し

て異動対象者を決定する。 

 

５ 選考の結果について 

（１） 公募を実施する教育委員会は、選考の結果を「（様式３）令和６年度 公募応募者一覧表【教科担任制異

校種期限付異動】」に入力し、東京都教育庁人事部職員課担当宛て提出する（締め切り…１１月２９日（金））。 

（２） 選考結果について、東京都教育委員会が、１２月中旬に応募者の所属する教育委員会及び所属長を通して、

本人に合否のみ通知する。 

 

６ 配置等について 

（１） 東京都教育委員会は、選考によって異動対象となった者について、校長の具申及び区市町村教育委員会の

内申に基づき、期限付異動教員として教科担任制実施校に配置する。 

（２） 教科担任制実施校に配置されて３年経過後は、異動した先の地区内中学校に配置する。 

 

７ その他 

その他、人事異動の手続等については、「東京都公立学校教員の定期異動実施要綱」、「小学校教科担任制異校

種期限付異動実施要領」の定めによる。 

（担当）東京都教育庁人事部職員課 
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